
令和６年度〔第２四半期〕随意契約の結果（５００万円以上の工事、物品、委託）
農政水産部

（注）※１、※２の説明

畜産課      県産牛乳みんなで応
援事業業務委託

県産牛乳みんなで応援
事業業務

令 和 6 年 7 月 1 日 ～ 令 和 7年 3月 21日 全国農業協同組合連
合会滋賀県本部

7,328,430 当該事業者は生乳の生産・処理から牛乳販売を
含めたＰＲ活動を確実に実施できる県内唯一の
者であるため。

2 3イ

畜産課 滋賀県食肉センター
あり方検討アドバイ
ザリー業務委託

滋賀県食肉センターあ
り方検討アドバイザ
リー業務

令 和 6年 9月 19日 ～ 令 和 7年 3月 20日 三菱ＵＦＪリサーチ＆コ
ンサルティング株式会
社大阪

7,810,000 当該事業における受託事業者選定に当たって
は、法務・財務・人事組織等の各分野における
専門性の高さを重点的に評価する必要があり、
競争入札に適さないことから、プロポーザル方式
により契約の相手方を選定したため。

2 4

水産課 湖北の漁業の魅力
最大化促進事業委
託

・湖北の漁業の魅力最
大化促進事業
・醒井養鱒場150周年
未来創造業務

令 和 6 年 7 月 5 日 ～ 令 和 7年 3月 24日 株式会社フラン 9,900,000 地域の多様な関係者の発掘等が必要であり、企
画力や情報発信力等が重要であり、競争入札に
適しないことから、プロポーザル方式により契約
の相手方を選定したため。

2 4

耕地課 令和６年度第１号
東近江地区換地計
画その１委託

土地改良事業計画書
作成に必要な換地計
画の作成業務

令 和 6年 7月 16日 ～ 令 和 7年 3月 19日 滋賀県土地改良事業
団体連合会

20,000,000 換地業務は、地域における各種条件に応じ、か
つ土地所有者や耕作者の意向を反映することが
求められる。土地改良換地士の資格者を有し、
かつ土地改良事業に精通し換地業務実績が豊
富な滋賀県土地改良事業団体連合会のみが実
施可能であるため。

2 3イ

大津･南部農業農
村振興事務所

県営田上地区　換地
処分等事務委託

換地処分等業務 令 和 6年 7月 31日 ～ 令和6年12月10日 田上土地改良区 5,490,000 換地を行うための事務は、換地の総合的な調整
と地元の実情に精通している機関が実施する必
要があり、適正な換地事務が実施できる機関と
しては、受益者で組織された当該土地改良区の
みであるため。

2 3イ

大津･南部農業農
村振興事務所

草津用水湖辺地区
工事施行委託

設計及び工事委託 令 和 6年 8月 30日 ～ 令 和 7年 3月 31日 草津市 5,009,290 当該工事は、市道横断部において県営農地防
災事業の対象施設である農業用用水管の更新
を実施するものである。県営事業の工事に先
立って、草津市が市道の改修工事を実施するた
め、円滑な事業の遂行を図るためにも草津市へ
施工委託する必要があるため。

2 2

根拠
法令
※１

適用
類型
※２

表頭欄の「根拠法令」（※１）は、随意契約ができる場合について規定している地方自治法施行令第１６７条の２第１項の１号から９号のうち該当する号を記入し、２号の場
合（性質又は目的が競争入札に適しないもの）については、「適用類型」（※２）に厳格な運用を図るために県が作成した７類型のうち該当するものを記入しています。

契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）

（物品購入契約（単価契約を除く）は契約締結
日）

契約の相手方 契約金額(円） 随意契約とした具体的理由等



根拠
法令
※１

適用
類型
※２

契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）

（物品購入契約（単価契約を除く）は契約締結
日）

契約の相手方 契約金額(円） 随意契約とした具体的理由等

甲賀農業農村振
興事務所

甲賀地区　農業用た
め池劣化状況評価そ
の４業務

農業用ため池劣化状
況評価　22箇所

令 和 6年 7月 23日 ～ 令 和 7 年 3 月 3 日 滋賀県土地改良事業
団体連合会

5,940,000 本業務にあたっては、「ため池データベース」を
有することはもとより、ため池の状況や防災対策
手法等を熟知するとともに関係市町およびため
池所有者等との調整力を有している必要がある
ため、地域防災を担う市町との信頼関係を有す
る唯一の団体である滋賀県土地改良事業団体
連合会以外に代替しうるものがいないため。

2 3イ


